
憲
法
解
釈
の
変
更
に
よ
る
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に

反
対
す
る
意
見
書

　﹁
安
全
保
障
の
法
的
基
盤

の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談

会
﹂︵
安
保
法
制
懇
︶
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
権
が

憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
し
て

き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

容
認
に
向
け
た
議
論
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　よ
っ
て
、
国
及
び
政
府
に

お
い
て
は
、
憲
法
解
釈
の
変

更
に
よ
る
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
容
認
を
し
な
い
よ
う
強

く
求
め
る
。

　
　

　力
に
よ
る
領
土
・
領
海
の

拡
大
を
め
ざ
す
中
国
、
ミ
サ

イ
ル
と
核
兵
器
開
発
の
北
朝

鮮
、
日
本
を
仮
想
敵
国
と
す

る
韓
国
、
同
盟
国
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
後
退

な
ど
、
安
全
保
障
環
境
は
、

か
つ
て
な
く
厳
し
い
。

　そ
の
よ
う
な
情
勢
下
で
国

民
の
生
命
や
暮
ら
し
を
守
る

た
め
、
有
効
な
自
衛
権
行
使

が
で
き
る
よ
う
法
律
的
基
盤

の
整
備
を
図
る
こ
と
は
政
治

の
責
務
で
あ
る
。

　こ
の
集
団
的
自
衛
権
行
使

容
認
の
問
題
は
、
一
内
閣
が

閣
議
決
定
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。

　世
界
で
も
今
、
戦
争
で
は

な
く
平
和
的
・
外
交
的
努
力

で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が

大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
い

る
。　憲

法
を
活
か
し
、
ア
ジ
ア

と
世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る

道
こ
そ
、
日
本
が
進
む
道
だ

と
考
え
る
。

　日
本
を
戦
争
に
す
る
国
に

し
て
は
い
け
な
い
。

　集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に

つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
否

定
し
な
い
。
た
だ
国
民
生
活

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
案

件
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

十
分
な
議
論
を
経
て
い
な

い
。　憲

法
解
釈
の
見
直
し
が
一

切
だ
め
だ
と
は
思
わ
な
い

が
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ

る
形
で
結
論
を
出
す
こ
と
が

大
切
で
あ
り
、
こ
う
い
う
大

き
な
問
題
は
拙
速
主
義
で
は

い
け
な
い
。

意意
見見
書書

平成26年 第2回定例会平成26年 第2回定例会平成26年 第2回定例会平成26年 第2回定例会

可決可決反
対
討
論杉

野

　明 

議
員

反
対
討
論三

留

　享 
議
員

阿
久
比
町
税

条
例
の
一
部

改
正

可決可決
工
事
請
負
契
約
の

締
結（
東
部
小
学
校

校
舎
増
築
工
事
）

可決可決
工
事
請
負
契
約
の

締
結（
新
庁
舎
建

設
工
事
）

可決可決
平
成
26
年
度

阿
久
比
町
一
般

会
計
補
正
予
算

賛
成
討
論勝

山

　制 

議
員

賛
成
討
論辻

　忠
男 

議
員

賛
成
討
論渡

辺

　功 

議
員

賛
成
討
論沢

田

　栄
治 

議
員

反
対
討
論杉

野

　明 

議
員

意意
見見
書書

意
見
書
町
民
の
声
を

　
　内
閣
総
理
大
臣
な
ど
に
提
出

町
民
の
声
を

　
　内
閣
総
理
大
臣
な
ど
に
提
出

不
採
択

提
出
者

　杉
野

　明 

議
員

要
旨

　法
人
町
民
税
の
減
額
分

は
、
国
が
﹁
地
方
法
人
税
﹂

で
徴
収
し
、
地
方
へ
地
方
交

付
税
で
措
置
さ
れ
る
が
、
自

治
体
間
の
税
収
格
差
是
正

は
、﹁
地
方
交
付
税
の
税
源

保
障
と
財
政
調
整
﹂
の
両
機

能
を
強
化
し
て
な
さ
れ
る
べ

き
。　ま

た
、
自
動
車
取
得
税
の

引
き
下
げ
の
代
替
財
源
と
し

て
軽
自
動
車
税
が
大
幅
に
増

税
さ
れ
る
。
弱
者
に
広
く
負

担
を
求
め
る
も
の
で
、
到
底

認
め
ら
れ
な
い
。

　共
通
番
号
法
案
に
伴
う
も

の
に
反
対
す
る
。

①
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害

や
、
な
り
す
ま
し
な
ど
の
犯

罪
を
常
態
化
す
る
恐
れ
が
あ

る
。

②
具
体
的
な
メ
リ
ッ
ト
、
費

用
対
効
果
も
示
さ
れ
な
い
ま

ま
、
新
た
な
国
民
負
担
が
強

い
ら
れ
る
。

③
徴
税
強
化
や
社
会
保
障
給

付
の
削
減
の
手
段
と
さ
れ
か

ね
な
い
懸
念
が
あ
る
。

　東
部
学
区
の
人
口
増
加
に

伴
い
、
平
成
27
年
度
以
降
に

生
じ
る
教
室
不
足
を
解
消
す

る
た
め
12
教
室
を
建
設
す
る

が
、
児
童
が
減
少
し
た
際
に

発
生
す
る
空
き
教
室
の
有
効

利
用
を
考
え
る
こ
と
。

　な
お
、
昨
今
の
入
札
不
調

の
中
、
落
札
者
が
決
定
し
、

大
変
喜
ば
し
い
。
可
決
後
の

速
や
か
な
工
事
着
手
と
、
予

定
ど
お
り
の
施
工
を
期
待
。

　今
回
の
、
新
庁
舎
建
設
事

業
の
重
要
性
は
、
こ
の
地
方

で
想
定
さ
れ
て
い
る
巨
大
地

震
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
災
害
か
ら
、
町
民
の
生
命
・

財
産
を
守
る
た
め
で
あ
る
。

　免
震
構
造
の
庁
舎
棟
と
、

一
時
避
難
所
機
能
を
備
え
た

ホ
ー
ル
棟
を
併
設
し
た
複
合

型
庁
舎
の
建
設
に
、
大
き
な

期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
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